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10の3注７、13の２注５ 乳幼児服薬指導加算
（服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料）

内容 点数
６歳未満の乳幼児に係る調剤の際、必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認し、
服用に関して必要な指導を行い、指導の内容等を手帳に記載した場合
※オンライン服薬指導実施時も算定可 ※小児特定加算と併算定不可

12点

（⑤処方薬剤に係る問い合わせ）

（⑥適切な対応・指導等）

①処方箋受付

処方箋

③服薬指導、お薬手帳への記載

②必要事項の確認

【確認事項】
・体重 ・適切な剤形
・その他必要な事項 等

【指導事項】
・適切な服薬方法、誤飲防止等

④
（
⑦
）
記
録

【要件】

薬剤師

患者の家族等

薬歴等

【2016/３/31疑義解釈その１】
・手帳利用者が持参し忘れた場合はシール等の交付でも
算定可（次回以降手帳持参時に貼付を確認）
・手帳を利用していない患者に対しては
手帳を交付した場合に算定可
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15注５、15の2注４、15の3注４ 乳幼児加算
(在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料)
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在宅患者オンライン薬剤管理指導料
在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料 内容 点数

┗ 乳幼児加算

６歳未満の乳幼児又はその家族等に対して、
情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合、
処方箋受付1回につき
※小児特定加算と併算定不可

12点

在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
在宅患者緊急時等共同指導料

内容 点数

┗ 乳幼児加算
６歳未満の乳幼児又はその家族等に対して、
患家を訪問し必要な薬学的管理及び指導を行った場合、1回につき
※小児特定加算と併算定不可

100点

②服薬指導

①必要事項の確認

オンライン服薬指導の場合は、
外来の乳幼児服薬指導加算と同じ12点を算定します

薬剤師
患者の家族等

【確認事項】
・体重 ・適切な剤形
・その他必要な事項 等

【指導事項】
・適切な服薬方法、誤飲防止等
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